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過年度の発行者情報及び決算短信等の訂正に関するお知らせ 

 

当社は、2024年９月に下京税務署による税務調査において、消費税等について建設仮勘定に

係る仕入税額控除の計上時期に関する指摘を受け、過年度に公表いたしました発行者情報、決

算短信および中間決算短信について、訂正を行うことといたしました。 

本日付で、下記のとおり訂正内容を開示いたしましたので、お知らせいたします。  

なお、訂正による過年度への影響については、別紙に記載のとおりであります。 

 

記 

 

１. 訂正の経緯と理由及び影響額  

2022年３月期から2024年３月期までの課税年度に係る税務調査において、建設仮勘定に

関する仕入税額控除の計上時期について、下記のとおり指摘を受けました。 

 

長期に渡る建設工事代金の一部について一定の完了時期に応じた課税期間にて課税仕入

を計上していたところ、課税仕入れの時期をすべての工事目的物の引渡しが完了した課税

期間とすべきであるとの指摘を受けたもの。 

 

これを受け、当社は見解の相違ではあったものの、最終的には当局の指摘を受け入れ、

修正申告を行いました。 

また、監査法人と協議のうえ、本件について過年度の決算を訂正することとし、東京証

券取引所の定める特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の施行規則の規定に

基づき、過年度に公表いたしました発行者情報及び決算短信並びに中間決算短信の訂正を

開示いたします。  
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２.提出する訂正発行者情報  

訂正発行者情報  

中間発行者情報 第 25 期（2023年４月１日から2023年９月30日まで）  

発行者情報 第 25 期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）  

中間発行者情報 第 26 期（2024年４月１日から2024年９月30日まで） 

 

３.開示する決算短信及び中間決算短信  

決算短信及び中間決算短信  

中間決算短信 第 25 期（2023年４月１日から2023年９月30日まで）  

決算短信  第 25 期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）  

中間決算短信 第 26 期（2024年４月１日から2024年９月30日まで） 

決算短信  第 26 期（2024年４月１日から2025年３月31日まで） 

  

４.改善施策について  

今後につきましては、税務コンプラインスの充実のため、当社顧問税理士と連携を図る

とともに、監査役や監査法人との意見交換を積極的に行い、当社経営管理体制のさらなる

充実を図ってまいります。  

  

以上 
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（別紙） 

過年度決算内容の訂正に伴う財務諸表への影響額 

（単位：千円） 

期 項目 訂正前 訂正後 影響額 

第24期 

(2023年3月期) 

当期純利益 165,294 165,294 0 

総資産 1,660,798 1,660,798 0 

純資産 181,351 181,351 0 

第25期中間 

(2024年3月期) 

当期純損失(△) △48,960 △48,960 0 

総資産 2,735,352 2,835,352 100,000 

純資産 170,191 170,191 0 

第25期 

(2024年3月期) 

当期純利益 59,874 59,874 0 

総資産 4,109,205 4,209,205 100,000 

純資産 279,026 279,026 0 

第26期中間 

(2025年3月期) 

当期純損失(△) △72,168 △72,168 0 

総資産 4,144,842 4,344,842 200,000 

純資産 206,857 206,857 0 

第26期 

(2025年3月期) 

当期純損失(△) △60,849 △60,849 0 

総資産 6,081,856 5,882,085 ※ △199,771 

純資産 218,177 218,177 0 

 

※ 第 26 期の総資産の影響額については、現金及び預金 162 千円増加、未払金 162 千円増加

によるものも含んでおります。 

 


